
分
か
ら
水
道
メ
ー
タ
ー
の
計
量
日

を
変
更
し
ま
す
。
な
お
、
計
量
を

行
う
月
は
従
来
ど
お
り
で
す
。

各
町
の
水
道
メ
ー
タ
ー
の
計
量

日
は
六
・
七
頁
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先
　
水
道
局
計
量
係

（
�
53
―

７
９
２
４
）

6頁につづく

現
在
、
水
道
と
下
水
道
の
料
金

を
口
座
振
替
で
お
支
払
い
の
み
な

さ
ん
に
は
、
口
座
振
替
後
、
水
道

局
お
よ
び
下
水
道
部
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
は
が
き
で
領
収
証
を
郵
送
し
て

い
ま
す
。

こ
の
た
び
、
経
費
削
減
策
の
一

環
と
し
て
、
八
月
振
替
分
の
料
金

か
ら
領
収
証
の
郵
送
を
廃
止
し
ま

す
。こ

れ
に
替
わ
り
、
九
月
の
水
道

メ
ー
タ
ー
の
計
量
時
か
ら
お
届
け

す
る
「
水
道
使
用
水
量
・
料
金
等

の
お
知
ら
せ
」
に
、
水
道
と
下
水

道
の
料
金
の
口
座
振
替
済
通
知
書

を
掲
載
し
ま
す
。

な
お
、
従
来
ど
お
り
領
収
証
の

郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
五
月

か
ら
六
月
に
か
け
て
各
戸
に
お
配

り
す
る
「
水
道
局
・
下
水
道
部
か

ら
お
知
ら
せ
」
に
あ
る
返
信
用
は

が
き
を
投
函
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

水
道
局
料
金
係

（
�
53
―

７
９
２
２
）

こ
の
た
び
、
水
道
と
下
水
道
の

料
金
の
口
座
振
替
済
額
を
「
水
道

使
用
水
量
・
料
金
等
の
お
知
ら
せ
」

に
表
示
さ
せ
る
た
め
、
七
月
計
量

口口
座座
振振
替替
済済
みみ
のの

おお
知知
らら
せせ
方方
法法
がが
変変
わわ
りり
まま
すす

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料

〜
８
月
振
替
分
か
ら
〜

水
道
メ
ー
タ
ー
の
計
量
時

に
お
知
ら
せ
し
ま
す

計
量
日
も
変
わ
り
ま
す

〜
７
月
計
量
分
か
ら
〜

今後のスケジュール 

奇数月に　　偶数月に 
計量する町　計量する町 
　７月　　　　８月　　水道メーターの計量を行います。 
　　　　　　　　　　　※計量日が変更になります。 
　　↓　　　　　↓ 
　８月　　　　９月　　水道と下水道の料金を請求します。 
　　　　　　　　　　　口座振替日は26日を予定しています。 
　　↓　　　　　↓ 
　９月　　　　10月　　領収証の郵送を廃止し、計量時に 
　　　　　　　　　　　口座振替済額をお知らせします。 
 

新しい水道使用水量のお知らせ

口座振替をご利用の方には、前回ご使用分の水道料金、 
下水道使用料の口座振替済額をお知らせします。 
※次の場合には表示されません。 
　・自主納付書でお支払いの場合 
　・残高不足などで振替できなかった場合 
　・領収証を郵送している場合 

■水道局ホームページ　アドレス http://www.water.tottori.tottori.jp/
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